
○国立大学法人旭川医科大学学長選考会議規程 
平成16年10月14日 
旭医大達第193号 

 
(趣旨) 

第1条 この規程は，国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第

148号。以下「規則」という。)第17条第2項の規定に基づき，国立大学法人旭川医科大

学学長選考会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるも

のとする。 
 

(任務) 
第2条 会議は，次に掲げる事項を任務とする。 

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第2項の規

定に基づく学長の選考に関する事項 
(2) 法人法第17条第4項の規定に基づき文部科学大臣が行う学長の解任に係る申出に関

する事項 
(3) 法人法第15条第1項の規定に基づく学長の任期に関する事項 
(4) 学長の業務執行状況の確認 
 
(組織) 

第3条 会議は，次に掲げる者をもって組織する。 
(1) 国立大学法人旭川医科大学経営協議会規程(平成16年旭医大達第149号)第3条第1項
第4号の構成員のうちから，国立大学法人旭川医科大学経営協議会(以下「経営協議会」

という。)において選出された者 5人 
(2) 国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会規程(平成16年旭医大達第2号)第3条第3
号及び第4号の構成員のうちから，国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会(以下「教

育研究評議会」という。)において選出された者 5人 
(3) 規則第9条第2号に規定する理事のうちから，会議において選出された者 4人以内 

2 前項各号に定める委員が学長候補者となった場合は，委員を辞退しなければならない。 
 

(任期) 
第4条 委員の任期は，それぞれ経営協議会，教育研究評議会又は理事の任期と同一とす

る。 
2 前項の委員は，再任されることができる。 
 

(議長) 



第5条 会議に議長を置き，委員の互選により決定する。 
2 議長は，会議を主宰する。 
3 議長に事故があるときは，あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。 
 

(議事) 
第6条 会議は，委員の3分の2以上が出席しなければ，議事を開くことができない。 
2 会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 
 

(委員以外の者の出席) 
第7条 会議が必要と認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を

聴くことができる。 
 

(庶務) 
第8条 会議の庶務は，総務部総務課において処理する。 
 

(規程改廃) 
第9条 この規程の改廃は，会議の議を経なければならない。 
 

(雑則) 
第10条 この規程に定めるもののほか，第2条の任務を実施する上で必要な事項及び会議

の運営に関し必要な事項は，会議の議を経て議長が別に定める。 
 

附 則 
この規程は，平成16年10月14日から施行する。 
 

附 則(平成18年4月1日旭医大達第31号) 
この規程は，平成18年4月1日から施行する。 

 
附 則(平成26年12月11日旭医大達第58号) 

この規程は，平成26年12月11日から施行する。 
 


